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優先すべきか。 

（答） 

訪問看護と看護職員による居宅療養管理指導はどちらか一方のサービスの

み算定できることとなっていることから、このような事例においては、利用

者等の意向も踏まえつつ、サービス担当者会議において、どちらのサービス

を提供することが利用者にとって適切であるかを検討して選択されるべきで

ある。 

 

 

【通所介護】 

 

（問４６）個別機能訓練加算Ⅱの算定を予定していた利用者について、月の途

中で、必要な計画の変更等を行い、同加算Ⅰに変更して差し支えないか。

（答）  

個別機能訓練加算Ⅱの要件を満たす事業所は、当然に同加算Ⅰの要件も満

たすものであるが、同一事業所において同加算Ⅱと同加算Ⅰの双方を算定す

ることを想定している場合には、双方の加算を取る旨の体制届出を行ってい

る必要がある。問のケースのように、同加算Ⅱを算定すると予定していた日

において、その要件を満たすことはできないが、同加算Ⅰの要件を満たすと

きは、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、必要な計画の変更等を

行い、同加算Ⅰを算定することは差し支えない。 

 

（問４７）介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機

能訓練加算Ⅱを算定するために配置された機能訓練指導員が、介護予防

通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練

指導員を兼務することは差し支えないか。 

（答）  

通所介護の個別機能訓練の提供及び介護予防通所介護の運動器機能向上サ

ービスの提供、それぞれに支障のない範囲で可能である。 

  

（問４８）個別機能訓練加算Ⅱの要件である複数の種類の機能訓練の項目はど

のくらい必要か。 

（答）  

複数の種類の機能訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他

の職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に機能訓練の項目を選択す

ることによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大されることで

ある。よって、仮に、項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待で

きるときは、加算の要件を満たすものである。 
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（問４９）個別機能訓練加算Ⅱの要件である複数の種類の機能訓練の項目につ

いて、準備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認めら

れるのか。 

（答）  

類似の機能訓練項目であっても、利用者によって、当該項目を実施するこ

とで達成すべき目的や位置付けが異なる場合もあり、また、当該事業所にお

ける利用者の状態により準備できる項目が一定程度制限されることもあり得

る。 

よって、利用者の主体的選択によって利用者の意欲が増進され、機能訓練

の効果を増大させることが見込まれる限り、準備されている機能訓練の項目

が類似していることをもって要件を満たさないものとはならない。こうした

場合、当該通所介護事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実

態等を総合的に勘案して判断されるものである。 

 

（問５０）通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に

対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供

することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。 

（答）  

それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託することは差し支えな

いが、その場合には、通所系サービスの利用者について、適切なサービスを

提供する観点から、特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満

たしている必要がある。 

また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介護者、要支

援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、経理についても、明確に

区分されていることが必要である。 

なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の際には、（一

体的に実施している要支援者は含むこととしているが）特定高齢者について

は含まない。（月平均利用延人員の扱いについては、障害者自立支援法の基

準該当サービスの利用者及び特定施設入居者生活介護の外部サービス利用者

についても同様である。） 

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問４２は削除する。 

 

【参考】 

  平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

  問４２ 通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介

護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場

合の利用者の数の考え方如何。 

答 それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託することは差し支えないが、その

場合には、通所系サービスの利用者について、適切なサービスを提供する観点から、特

定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要がある。 
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また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介護者、要支援者にかか

るものとの区分が必要であるとともに、経理についても、明確に区分されていることが

必要である。 

なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の際には、（一体的に実

施している要支援者は含むこととしているが）特定高齢者については含まない。 

 

（問５１）通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個

別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。ま

た、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練

指導員を兼務できるか。 

（答） 

個別機能訓練加算Ⅰを算定するには、１日１２０分以上専従で１名以上の

機能訓練指導員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、

サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、当

該看護師が本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件を

満たせば、個別機能訓練加算Ⅰを算定することは可能であり、また、当該看

護職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能

訓練指導員を兼務することも可能である。 

ただし、都道府県においては、看護職員を１名で、本来の業務である健康

管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつ

つ、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかについて、業

務の実態を十分に確認することが必要である。 

なお、個別機能訓練加算Ⅱの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサ

ービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能

訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事

業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。しか

し、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員

を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。 

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問５０は削除する。 

 

【参考】 

  平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

  問５０ 通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練

実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所

介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。 

答 個別機能訓練加算を算定するには、１日１２０分以上専従で１名以上の機能訓練指導

員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を

通じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が本来業務に支障のない

範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件を満たせば、個別機能訓練加算を算定すること

は可能であり、また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に
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必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能である。 

ただし、都道府県等においては、看護師１名で、本来の業務である健康管理や必要に応

じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を

満たすような業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要であ

る。 

 

（問５２）同一事業所で２単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の

算定は単位毎か、すべての単位を合算するのか。 

（答）  

実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。 

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問４４は削除する。 

 

【参考】 

  平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

  問４４ 同一事業所で２単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位毎か、

すべての単位を合算するのか。 

  答 実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。ただし、３時

間以上４時間未満の単位を利用した者については１／２を乗じた数、４時間以上６時間未

満の単位を利用した者については３／４を乗じた数を合算することとし、また、予防給付

の対象（要支援者）の利用者数については、同時にサービスの提供を受けた者の 大数を

営業日毎に合算する取扱いとする。 
 

（問５３）事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連

合会が請求チェックしないのか。 

（答）  

事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実

施しないため、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとな

る。 

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問４５は削除する。 

 

【参考】 

  平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

  問４５ 事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェ

ックしないのか。 

  答 事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないため、

監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。 

  

【削除】 

１ 平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問４７及び問４８を削除する。 

２ 平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.６）問２を削除する。 
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【参考】 

  平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

  問４７ 平成１７年度における通所介護における平均利用延人員数の計算に当たって、認知

症対応型通所介護の利用者数も含めて計算するのか。 

  答 認知症対応型通所介護の利用者については、平均利用延人員数の計算には含めない取扱

いとする。 

  問４８ 通所系サービスの１月当たりの延べ利用人員が９００人を超えると減算（９０％）

となるが、これにかかる経過措置はないのか。 

  答 一定以上の利用人員になると、管理コスト等について規模のメリットを享受し、収支状

況が大幅に改善することから定員規模別の報酬設定を行うものであり、特段の経過措置は

考えていない。 

    なお、平成１８年度について、平成１７年度の実績に基づいて規模を適正に判断するこ

ととしているが、これによりがたい場合については、推計値により判断することとしてい

る。 

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．６） 

問２ 機能訓練指導を行わない日についても機能訓練指導員を１名以上配置しなくてはな

らないのか。 

答 通所介護事業は、必要な機能訓練を行うこととしており、機能訓練指導員を１名以上配

置する必要がある。 

  ただし、機能訓練指導員は、提供時間帯を通じて専従する必要はなく、機能訓練指導を

行う時間帯において、機能訓練指導のサービス提供に当たる機能訓練指導員を１名以上配

置する必要がある。 

なお、機能訓練指導員は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができる

こととしているほか、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練

については、生活相談員または介護職員の兼務を認めているところである。 

 

 

【通所リハビリテーション】 
 
（問５４）病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者

の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリ

テーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」

とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテ

ーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して

１００：１いれば良いということか。また、利用者の数が１００を下

回る場合は、１未満で良いのか。 
（答） 

そのとおりである。ただし、利用者の数が、提供時間帯において１００を




